
 
 
 

資料７ 

施設利用許可事務の流れ 
 

１ 埼玉県内居住の障害者 

 予約受付初日 

 利用予定日の６か月前 

 の月の初日 

 ◇月の初日の受付方法 

  午前８時から午後８時まで（先着順） 

  電話又はＦＡＸ・メール（障害により電話できない方） 

                   ◇月の初日以外の受付方法 

              午前７時３０分から午後８時まで 

              電話・はがき・ＦＡＸ・メール 

 利用確認通知発送 

 予約受付の２～３日後 

  ※休館日は午前７時３０分から午後５時まで 

 

 

 利用者利用後、利用料 

 金の収受 

 

 

 

２ 上記１以外 

 予約受付初日 

 利用予定日の３か月前 

 の月の初日 

 ◇月の初日の受付方法 

   午前８時から午後８時まで（先着順） 

   電話又はＦＡＸ・メール（障害により電話できない方） 

 
             ◇月の初日以外の受付方法 

                           午前７時３０分から午後８時まで 

              電話・はがき・ＦＡＸ・メール 

 利用確認通知発送 

 予約受付の２～３日後 

   ※休館日は午前７時３０分から午後５時まで    

 

 

 利用者利用後、利用料 

 金の収受 

 

 

（注）年末年始は１２月３１日及び１月２日を利用開始日とする２泊３日のみの利用とし、

予約受付は、はがき・ＦＡＸ・メールによる事前申込みのみとする。 


